
行政相談委員は市民と行政の
パイプ役として、皆さんの相
談にのってくれます。相談は
無料で、秘密は厳守します。
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西条市庁舎　℡0897－56－5151　　東予総合支所　℡0898－64－2700
丹原総合支所　℡0898－68－7300　　小松総合支所　℡0898－72－2111

　市では、多様な都市機能や公共施設が集まる
中心市街地の活性化を図るとともに、市全体と
して均衡のとれたまちづくりをめざすため、市
内の準工業地域全域に大規模集客施設の立地を
規制する特別用途地区の指定を計画しています。
　都市計画素案の説明と意見の陳述についての
説明会を次の日程で開催します。

●問合せ　市庁舎別館都市計画整備課
　　　　　都市計画係　℡0897－52－1238

都市計画素案の内容
●名称　大規模集客施設制限地区
●区域　準工業地域全域（西条市域）
●対象の建物
用途：劇場、映画館、演芸場、観覧場、店舗、飲食店、
　　　展示場、遊技場、勝馬投票券発売所、場外車(舟)
　　　券売場、その他これらに類する用途に供する建築
　　　物でその用途に供する部分。
規模：床面積の合計が１万㎡を超えるもの（劇場、映画
　　　館、演芸場、観覧場の用途に供する部分にあって
　　　は、客席の部分に限る）

●10月22日㈪　19時～
　市庁舎別館４階　41会議室

●10月23日㈫　19時～
　東予総合福祉センター２階　会議室１･２

説明会の開催日時・場所
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